
 

勝山市教育委員会 会計年度任用職員 募集案内 

（少人数学習指導支援員・特別支援教育支援員・登校支援員・学校運営支援員・部活動指導員） 

 

 

 

 

 

 

 

１　募集概要 

 

２　受験資格・要件 

　　（1）①少人数学習指導支援員、②特別支援教育支援員、③登校支援員 

教育職員免許 

④学校運営支援員 

　資格不要 

⑤部活動指導員 

　教育職員免許及び普通自動車運転免許 

 採 用 予 定 日 令和8年4月1日（水）

 任 用 期 間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで

 

職 種

①少人数学習指導支援員 

②特別支援教育支援員 

③登校支援員 

④学校運営支援員 

⑤部活動指導員
 

勤 務 場 所 小中学校

 

業 務 内 容

①少人数学習指導支援員 

　少人数学級の学習指導の支援 

②特別支援教育支援員 

様々な障害を持つ児童・生徒に対する学校生活上の介助や学習活動

上の支援 

③登校支援員 

　相談室登校生の学級への復帰を図るため、生活指導・学習指導や保

護者との相談業務、担任及びカウンセラーとの連携調整 

④学校運営支援員 

　プリントの印刷・配布準備、授業や行事の準備補助 

⑤部活動指導員 

　顧問の代わりに単独で部活動の指導や大会への引率等
 

採用予定人数

①少人数学習指導支援員　2名 

②特別支援教育支援員　2名 

③登校支援員　2名 

④学校運営支援員　2名 

⑤部活動指導員　1名

 
 受付期間：随時 

　試 験 日：別途通知により連絡 

採用予定日：令和8年4月1日(水)



（2）次のいずれにも該当しない人 

　　　　・禁錮以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな 

までの人 

　　　　・勝山市において懲戒免職の処分を受け､当該処分の日から2年を経過しない人 

　　　　・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し､又はこれに加入した人 

 

３　試験の方法 

受験者の適正等をみるために、個別面接を行います。 

 

４　試験の日時および会場 

(1)試験日時　　別途通知により連絡 

(2)試験会場　　勝山市教育会館2階　会議室（勝山市元町1丁目1番1号） 

 

５　合格者の発表 

　合否の結果を通知するとともに、合格者に対しては、その後の手続き等についてご案内し

ます。 

 

６　申込手続 

(1)提出書類　・勝山市教育委員会　会計年度任用職員採用試験申込書 

・自己紹介書 

・教育職員免許の写し（学校運営支援員を除く。） 

(2)提 出 先　　勝山市教育総務課（教育会館2階）へ提出してください。 

(3)受付期間　　随時（閉庁日を除く） 

受付時間：午前8時30分～午後5時15分　　　　　　　　　　　　 

(4)注意事項　　郵便により申し込む場合は、必ず書留郵便により送付してください。 

 

７　勤務条件 

　　　①少人数学習指導支援員、②特別支援教育支援員、③登校支援員 

(1)勤 務 日　 毎週月～金曜日（毎週土・日曜日、国民の祝日、学校の休業日を除く） 

(2)勤務時間　　午前8時～午後0時30分の内4時間 

(3)報　　酬　　時間額1,515円 

(4)休　　暇　・年次有給休暇　7日 

　　　　　　 ・特別休暇：忌引休暇（有給）、夏季休暇（有給）など 

　　　(5)そ の 他　・通勤手当なし 

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用あり 

・労働者災害補償保険の適用あり 

 

　　　④学校運営支援員 

(1)勤 務 日　 月～金曜日の1週間で6時間程度　年間210時間程度（学校の休業日を除

く） 

(2)勤務時間　　午前8時～午後5時までの間 

(3)報　　酬　　時間額1,280円 

(4)そ の 他　　・通勤費、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用なし 

　　　　　　　 ・労働者災害補償保険の適用あり 

 

 



　　　⑤部活動指導員 

(1)勤 務 日　 平日1～4日程度、週休日1日程度 

(2)勤務時間　　平日　午後4時～午後6時　2時間以内 

　　　　　　　 週休日　午前9時～午後0時　又は　午後1時～午後4時 

　　　　　　　 3時間以内　年間300時間程度 

(3)報　　酬　　時間額1,600円 

(4)そ の 他　　・通勤費、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用なし 

　　　　　　　 　　　・労働者災害補償保険の適用あり 

 

８　その他 

会計年度任用職員は、「勝山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」に基づき任

用される一般職の地方公務員です。地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念

する義務、政治的行為の制限）が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当

する場合は、法に基づく処分の対象となります。 

 

 

 

 【提出先・問合先】 

勝山市教育総務課　庶務係（教育会館2階） 

〒911－8501　勝山市元町1丁目1番1号 

TEL：88－8111　


